
ギガ PC Powered by System Mechanic 利用規約  
 

第 1 条（本サービスの提供等） 

1. Foonz株式会社（旧Ｃマーケティング株式会社）（以下「当社」といいま

す）は、本契約約款に 

基づき、次項第2 号に定める契約者に本サービスを提供します。 

2.本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

① 「本サービス」とは、「ギガ PC Powered by System Mechanic」（商

品・サービス名、内容等の変更があった際には、変更された商品・サービス 

名を指すものとします）のサービスを指します。 

② 「契約者」とは、会員規約及び本契約約款を承認の上、当社と会員規約

に基づく会員契約を締結し、かつ、当社所定の手続に従い本サービスの利用 

契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。 

③ 「利用契約」とは、本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結され 

る、本サービスの提供に関する契約をいいます。 

④ 「本ソフトウェア」とは、本サービスの対象となるソフトウェアで、契約 

者が当社から使用許諾権を得たものをいいます。 

⑤ 「サービス期間」とは、本サービスを受けることができる期間をいいま 

す。 

⑥ 「ライセンス」とは、本契約約款で許諾された範囲内において本ソフト 

ウェアを利用することができる権利をいいます。 

⑦ 「課金開始日」とは、契約者が、当社よりライセンスを受け、会員規約が 

成立した月の1 日をいいます。 

ただし、別途料金の無料期間が生じた場合は無料期間が終了した翌日を 

「課金開始日」とします。（当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利 

用料金の課金を開始する日を繰り下げることがあります） 

⑧ 「シリアルコード」とは、「本ソフトウェア」を使用するために必要な 

「契約者」毎に発行するライセンス確認用のコードで、半角英数字およびそ 

の他の当社所定の文字によって構成される記号をいいます。 

⑨ 「消費税相当額」とは、消費税法（昭和 63 年法律第 10 8 号）および同 

法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）および同法に関する法令の規定に基づき課税される 

地方消費税の額をいいます。 



第 2 条（本契約約款の変更） 

1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款（本契約約款に基づく

利用契約等を含みます。以下、同じとします）を随時変更することがありま 

す。 

なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契 

約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。 

2.改定後の本契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社の 

ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。 

 

第 3 条（利用の申し込み） 

本サービス利用の申し込みをする方（以下「申込者」といいます）は、本契 

約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。 

 

第 4 条（承諾） 

1.利用契約は、前条（利用の申し込み）に定める方法による申し込みに対 

し、当社所定の方法により、当社が承諾の通知を送付又は発信したときに成 

立します。 

但し、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービ 

スの利用の申し込みを承諾しないことがあります。 

① 申込者が実在しない場合。 

② 本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場 

合。 

③ 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の 

承認が確認できない場合。 

④ 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであ

り、申し込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込みの 

際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 

⑤ 申込者が、申し込み以前に当該本サービス、本サービス類似のサービス又

はその他当社提供サービスの提供に関する利用契約について当社から解約さ 

れたことのある場合。 

⑥ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認 

められる場合。 



⑦ 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本 

サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合。 

⑧ 申込者に、会員規約に定める会員資格がない場合。 

⑨ その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。 

2.申込者は、当社が申し込みを承諾した時点で、本契約約款の内容を承諾し 

ているものとみなします。 

 

第 5 条（シリアルコード） 

1.契約者は、シリアルコードを第三者（以下「他者」といい、国内外を問わ 

ないものとします）に貸与、又は共有しないものとします。 

2.契約者は、シリアルコードを他者に開示しないとともに、漏洩することの 

ないよう管理するものとします。 

3.契約者は、シリアルコードにより本サービスが利用されたとき（機器又は 

ネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともシリアル 

コードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含み

ます）には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約

者自身の利用とみなされることに同意するものとします。但し、当社の責に

帰する事由によりシリアルコードが他者に利用された場合にはこの限りでは 

ありません。 

4.契約者のシリアルコードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者 

のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しない 

ものとします。 

5.契約者は、自己のシリアルコード等の管理について一切の責任を負うもの 

とします。 

なお、当社は、当該契約者のシリアルコードが他者に利用されたことによっ

て当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわ 

らず一切責任を負いません。 

 

第 6 条（契約者の氏名、連絡先等の変更） 

1.契約者は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等（以下、併せて 

「連絡先等」といいます。）に変更が生じた場合、そのことを速やかに当社 

に届け出なければなりません。 



2.前項の届け出があった場合、契約者は当社に対し、その届け出のあった事 

実を証明する書類を提示していただく場合があります。 

3.契約者から連絡先等の変更に関する届け出があった場合は、それ以後、当 

社から契約者に対する連絡、通知は、変更先に対して送付または送信される 

ものとします。 

本条第 1 項の届け出なく連絡先が変更された場合、当社は、変更前の連絡先 

等に対して通知、連絡したこと、また契約者と連絡がとれなかったことに起

因して、契約者に対して生じたいかなる損害についても一切責任を負いませ 

ん。 

 

第 7 条（本サービスの利用料金、算定方法等） 

本サービスの利用料金は、当社が別紙に定めるとおりとします。 

 

第 8 条（利用料金の支払義務） 

1.契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間につい 

て、別紙に定める本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支 

払を要します。 

2.本サービスの利用料金の日割計算は行わないものとします。なお、課金開 

始日の属する月より利用料金が発生するものとします。 

3.本サービスにおいて、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービス

を利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとしま 

す。 

 

第 9 条（利用料金の支払方法） 

1.本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額は、当社指定の方法 

にて請求させていただきます。 

2.「C ひかり」の利用料金の支払がクレジットカードによる場合、利用料金

は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められ 

た振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。 

3.「C ひかり」の利用料金の支払が本条第 1 項第 2 号に定める預金口座振替 

による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌月 27 日（当日が金融

機関の休業日のときは翌営業日）に契約者指定の金融機関の口座から引落さ 

れるものとします。 



4.当社は、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、そ

の全部又は一部の支払時期を変更することがあります。 

 

第 10 条（免責事項） 

1.契約者は本サービスの利用に関わるすべての危険は契約者のみが負うこと 

をここに確認し、同意するものとします。 

2.当社および次条に基づく再委託先は、契約者その他の第三者に対し、本 

サービスを利用することにより、または利用しなかったことにより発生した

営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障等による一切の損失、損

害について責任を負いません。さらに、当社は第三者のいかなるクレームに 

対しても責任を負いません。 

3.当社は、本サービスが契約者の要求を満足させるものであることの保証を 

するものではありません。 

4.契約者が、本サービスを利用することにより、他の利用者または第三者に

対して損害を与えた場合には、契約者は自己の責任と費用において解決し、 

当社には一切の責任を問わないものとします。 

5.当社は、本サービスにおける内容および契約者が本サービスを通じて得る

情報等についてその完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も 

行なわないものとします。 

 

第 11 条（委託） 

当社は、本サービスの提供にかかわる作業の全部または一部を契約者の事前 

の承諾なしに第三者に委託することができます。 

 

第 12 条（権利の帰属） 

本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サー

ビス、手続き、商標、商号等に関する著作権、産業財産権、知的財産権その

他一切の有体・無体の財産権は、当社または当社に対し使用許諾している第

三者に帰属するものとし、契約者に譲渡しまたは本契約約款に定める範囲以 

上の使用を許諾するものではありません。 

 

第 13 条（秘密保持と不正使用の禁止） 



1.契約者は、故意、過失を問わず、また利用契約終了の前後を問わず、本 

サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報を第 

三者に対して開示・漏洩してはいけません。 

2.本契約約款に違反したライセンスの使用はこれを一切禁じます。 

 

第 14 条（契約者情報の保護） 

1.当社は、契約者の個人情報（以下、「契約者情報」といいます）を契約者

本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本

サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することが

できます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利 

用に関し、承諾するものとします。 

2.当社は、契約者情報を契約者の承諾なく契約者以外の者に開示、提供せ 

ず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとしま

す。 

但し、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案

内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合において 

はこの限りではありません。 

3.当社は、刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他法令の定めに基 

づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義 

務を負わないものとします。 

4.当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護 

士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は 

〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 

項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照 

会に応じることができるものとします。 

5.当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、契約者 

情報を消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は当社が定める保

存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないと 

きは、当該情報を消去しないことができるものとします。 

6.当社は、契約者との間で、個人情報の収集、保存、利用及び第三者への提 

供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがありま 

す。 



当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款 

に優先するものとします。 

7.本条に定める他、契約者情報の取扱いについては、当社が当社のホーム 

ページ上に定める 

『個人情報保護方針』に従うものとします。 

 

第 15 条（禁止事項） 

契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 

① 機能制限および使用期間の制限の解除、改変及びリバースエンジニアリン 

グ。 

② ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を第三者に再許諾する 

行為。 

③ 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその 

準備を目的とした利用。 

④ 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は 

侵害するおそれのある行為。 

⑤ 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、 

又は侵害するおそれのある行為。 

⑥ 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用 

を毀損する行為。 

⑦ 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。 

⑧ ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。 

⑨ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。 

⑩ 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵 

触する行為。 

⑪ 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐、麻薬取扱 

等）し、又は他者に不利益を与える行為。 

⑫ その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為。 
 

第 16 条（サービスの廃止） 



【サービスの解除に関する事項】 

当社は、都合により本契約約款に基づく本サービスの提供の全部を廃止する

ことができるものとします。なお、本サービスの提供の全部を廃止する場 

合、当社は契約者に対し当該廃止の日より 1 ヶ月以上前に当社が提供する手 

段によりその旨を通知するものとします。 

当該 1 ヶ月の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとし 

ます。 

 

第 17 条（契約者からの解約） 

本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従う 

ものとします。 

① 契約者は、以下に記載する【サービスの解除に関する事項】に基づき、書 

面により以下の対象オプションの利用契約の解除を希望されるお客さまは以

下に記載の「契約解除書面の送付先」まで書面のご提出を、電磁的記録によ

り対象オプションの利用契約の解除を希望されるお客さまについては以下の 

専用フォームより契約解除のお申込みをお願いします。 

 

※ 契約の解除に関する書面には、「ギガ PC Powered by System 

Mechanic」と記載いただき、住所、電話番号及び契約者氏名(いずれもこの

サービスの利用申込み時に別途弊社が指定した回線事業者にご登録いただい

た情報)を明記ください。 

 

契約解除書面の送付先 

宛名 Foonz株式会社 

住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル11階 

※ 上記住所への書面の受付は郵便に限ります。 

 

契約解除に関するお申込みフォーム 

https://c-hikari.biz/contact/ 
 

 

https://c-hikari.biz/contact/


1. この書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面ま 

たは電磁的記録にてご連絡いただくことによりこのサービスに関する利用契 

約の解除を行うことができます。 

2. 上記 1 に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第 

21条第1項の規定に違反してこのサービスに関する利用契約の解除に関する 

事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は弊社が

同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該

契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤

回等を行うことができる旨を記載した同法第24条第1項ただし書に定める書 

面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、

書面または電磁的記録にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行う 

ことができます。 

3. 上記1、2 に基づくこのサービスに関する利用契約の解除は、当該契約の 

解除に係る書面または電磁的記録をお客さまが発した時に、その効力が生じ 

ます。 

4. 上記1、2 に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合に 

おいては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求 

いたしません。 

5. 上記1、2 に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合に 

は、既に当該契約に基づきサービスが提供されたときにおいても、弊社は当 

該契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求いたしません。 

6. 上記1、2 に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合に 

おいて、弊社が当該契約に関連して金銭を受領しているときは、弊社は、速 

やかに、その全額を返還いたします。 

7. 上記1、2 に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合に 

おいて、当該契約に係るサービスの提供に伴いお客さま（特定商取引法第24 

条第1項の申込者等をいう。）の土地又は建物その他の工作物の現状が変更さ

れているときは、お客さまは弊社に対し、その原状回復に必要な措置を無償 

で講ずることを請求することができるものとします。 

 

② 契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約は自動的に更新

されるものとします。 



③ 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債

務の履行は本契約約款第 7 条（本サービスの利用料金、算定方法等）から第 

9 条（利用料金の支払方法）に基づきなされるものとします。 

 

第 18 条（当社からの解約） 

1.当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれ

を解消又は是正しない場合、又は当社からの通知が契約者に到達しないこと

を郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとし 

ます。 

① 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。 

② 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利 

用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。 

③ 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛

失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止す 

べき旨の連絡が当社にきた場合。 

④ 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の 

審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。 

⑤ 本サービスの利用が第 15 条（禁止事項）の各号のいずれかに該当する場 

合。 

⑥ 契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係

る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したと 

き。 

⑦ 前各号のほかに本規約に違反した場合。 

2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 4 条（承諾）第 1 項各

号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわら 

ず利用契約を即時解約できるものとします。 

3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その 

契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。 

但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。 

4.当社は、前各項に基づき、契約者との利用契約が解約に至った場合、解約

理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを 

受付けないことができるものとします。 



第 19 条（再契約） 

本契約約款が解除または終了した契約者が再度契約を望まれる場合は、新た 

に契約を締結するものとします。 

この場合、当社は過去に契約者が本サービスをご利用することによって作 

成、登録等されたデータの復活ないし継続利用の保証はいたしません。 

 

第 20 条（準拠法および雑則） 

本契約約款は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法と

します。また、本契約約款ないし、本サービスに関して紛争が生じた場合に

は、訴額に応じて横浜地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに契約者も 

当社も合意するものとします。 

 

第 21 条（その他） 

本サービスのご利用に関して、本契約約款により解決できない問題が生じた

場合には、契約者と当社の間で双方誠意を持って話し合い、これを解決する 

ものとします。 

 

別紙 

商品名：「ギガ PC Powered by System Mechanic」月額料金：550 円(税 

込) 

※金額はすべて税抜となります。税率の引き上げに応じて変更されます。 

 


